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第 1条 本会t土n本務類学会と称する。

tr~ 2 ~ 本会はE草学の進少普及を関り，併せて会員相互の連絡-.l!tに貌11去を図ること

をFl的とする.

i.H 3条 本会は前条の円的を述するために次の宇治を行う。

1. 総会の開催 (年1r司) ， 

2. 藻!UlI乙関する研'光会，秘現会，採集会等の開催

3. 定期刊行物の発刊

4. その他的条の凶的をilするために必要な事業

第 42長 本会のejt務所は会長のもとにおく。

第 5条 本会の卒業年度:は4月1FI fC始り，翌年3Ji 31日l乙終る。

第 6~長 会員は次の 3fliとする。

1. 持逝会員(滋E自に関心~もち. ~，会のj並行 lこ賛同する伺人叉は間休で，役員

会合及認rるもの)。
2. 名付会員(~\学の発速にrt献があり.本会1)趣行 l乙賛同する側人で，役員会
の推邸するもの)。

3. 特別会員(本会わ雌旨にまま同し，本会の発展に特;こ好守した側人文.t1伺~で，
役員会合推』約するもの)。

型1!7会三 本会?C入会するには，住所.氏名([羽1M可l.，被たを記入した入会巾込書を

会長;乙差出すものとする。

第 8;(. 会員法fJj年会党 303円を前納するものとする。イItし.名昔正会員及び特別会

員は会"を生長しない

ilit* 木会1とは次の役員をおく。

会長 1名。 幹事若干 名 . 評議口若干名。

役員の任期は 2 ヶ年としiJl:任する己とが出来る.伺し， 1手議員Y主~I紙i き 3 期選出さ
れるニとは出来ない。

役員選出の規定は別に定める。(約UIJ~11 条~勿 4 条)
第10~長 会長は会を代表し，会務の全体を統ぺる。粋事は会長の窓会受けて日常の

会務を行う。

第 11条 評議員は評議員会を構成し，会'J)要務1乙関し会長の諮問にあづかる。蒋議

員会は会長が招集し，また文君子をもって.これに代えることが出来る。

勿 12 ~ 本会'-i定期刊行物「言語頭」を年3回刊行し，会員に無料で頒布する。

(附A!Jl

第 1~: 会長は総会に於いて会員r~1 より選出される。斡事は会長が会員中よりこれ
を指名する。

第 2主主 評議員の選出は次の二方法による。

1. 名地区別に会員中より選出される。その定員は各地区 1 ~ とし，会員数が 50
~を越える地区では 50 :官zまでご.!:Iiニ 11;を加える。

2. 総会iと於いて会長が会員t~1 J:ぢ若干名を捻泌する。但しその数は金評議員

の 1/3を越えることは出米かい.

地区別t.t次の 7地区とする。

北海道地区。東北地区。関東地区(新禽.長野，山裂を含む)。中部地区(三w.を合む)。
近幾地区， Jfl同.J7q同地区。九州地区(沖縄を合むJ.

第 3条 会長及び幹事は評議員を兼任する ζ止は出来ない。

第 4会: 地区選11¥の;討議員iこ欠員を生じた場合け，古ij任，JSの残余l田弘1，欠点者をも

って充当する。

第 5条 本会則は附病]3::1年 10JJ 26日より施行する。




